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北海道告示第３０４号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
� 道税総合情報処理システムオンライン業務及びセンタ処理業務
� 道税総合情報処理システム入力媒体作成業務
ア 名称
� ＡＮＫ１字当たりの単価
� 漢字１字当たりの単価
� 入力媒体１件当たりの単価
イ 数量
� Ａ Ｎ Ｋ 調達予定数量 １６０，０２２，３００字

� 漢 字 調達予定数量 ７，２４７，４００字
� 入力媒体 調達予定数量 ２，０８４，４００件

� 道税総合情報処理システムシーリング業務
ア 名称
� 封かん１件当たりの単価
� 封入・封かん１件当たりの単価
イ 数量
� 封かん 調達予定数量 ７９３，８００件
� 封入・封かん 調達予定数量 ３，４８５，５００件

� 道税総合情報処理システムコレートアンドディタッチャー処理業務
ア 名称 １件当たりの単価
イ 数量 調達予定数量 １９１，２００件

� 道税総合情報処理システムＣＤ－ＲＯＭ作成業務
ア 名称
� マスタ１枚当たりの単価
� コピー１枚当たりの単価
イ 数量
� マスタ 調達予定数量 ３１枚
� コピー 調達予定数量 ４０５枚

� 道税総合情報処理システムプログラム作成業務
ア 名 称 １人工当たりの単価
イ 数 量 調達予定数量 ５０人工

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２１年３月３０日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ＨＢＡ
� 住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８
４ 随意契約に係る契約金額
� 道税総合情報処理システムオンライン業務及びセンタ処理業務 ６８７，７３３，２００円
� 道税総合情報処理システム入力媒体作成業務
ア ＡＮＫ１字当たりの単価 ３９銭
イ 漢字１字当たりの単価 １円４６銭
ウ 入力媒体１件当たりの単価 ３０銭

� 道税総合情報処理システムシーリング業務
ア 封かん１件当たりの 単 価 ３円５０銭
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イ 封入・封かん１件当たりの単価 ３円５０銭
� 道税総合情報処理システムコレートアンドディタッチャー処理業務
１件当たりの単価 １４円

� 道税総合情報処理システムＣＤ－ＲＯＭ作成業務
ア マスタ１枚当たりの単価 １５，２００円
イ コピー１枚当たりの単価 ２，１００円

� 道税総合情報処理システムプログラム作成業務
１人工当たりの単価 ５７１，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部財政局税務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第３０５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
富良野土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
退 任 平成２１．３．３１ 理 事 向 山 富 夫 空知郡上富良野町東３線北２１号
清水町土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２１．３．３１ 理 事 安 曇 達 雄 上川郡清水町北１条２丁目１８番地
同 同 同 石 川 俊 一 同 字清水第６線１００番地
退 任 同 ２０．８．２８ 同 横 山 隆 同 字清水第５線５７番地
同 同 ２１．２．２７ 同 五十嵐 順 一 同 北２条６丁目１１番地９
音更町土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
退 任 平成２１．４．９ 理 事 山 口 武 敏 河東郡音更町新通１１丁目７番地

北海道告示第３０６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２１．４．１０ 共和土地改良区
同 ２１．４．１３ 清水町土地改良区

北海道告示第３０７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の廃止を認可した。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
土 地 改 良 区 名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
多度志土地改良区 原 野 ダ ム 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 中多度志ダム 同
同 下 湯 内 ダ ム 同

北海道告示第３０８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 稚内市大字宗谷村字増幌７４３の２・７４４・７５３の１（以上

３筆について次の図に示す部分に限る。）、７４３の３、７５３
の３

２ 指 定 の 目 的 魚つき
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
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（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３０９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 浦河郡浦河町字井寒台２６０の１地先・２８６の２地先（以上２筆

地先について次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 様似郡様似町字冬島８５の１・１０８（以上２筆について次の図
に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３１０号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 美唄市字茶志内２８６７・２９３９（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 夕張市千代田４の１８・４の２２・８（以上３筆について
次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 常呂郡訓子府町字豊坂１５８の２・２６６・２６７・２６８の１
（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 紋別郡遠軽町丸瀬布武利１地先（国有林。次の図に示
す部分に限る。）、１・２・３の１（以上３筆について
次の図に示す部分に限る。）、丸瀬布新町４８３の１地先
（国有林。次の図に示す部分に限る。）、４８１地先・４８１

北 海 道 公 報 第
��号 ３７平成２１年４月２１日（火曜日）



（以上１筆地先１筆について次の図に示す部分に限
る。）、４８３の１

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所 勇払郡むかわ町生田３１６の１地先・３１６の１（以上１筆
地先１筆について次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに関係市役所及び町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３１１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 夕張市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 紋別郡雄武町字道有林７の４（次の図に示す部分に

限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに夕張市役所及
び雄武町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３１２号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
雨竜郡北竜町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
北竜町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

天塩郡幌延町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
幌延町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第３１３号

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により堤防と道路との兼用工作物の
管理の方法について協議が成立したので、同条第２項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北海道小�土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２１年４月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 二級河川朱太川水系朱太川
２ 河川管理施設の名称又は種類 左岸堤防
３ 河 川 管 理 施 設 の 位 置 寿都郡黒松内町字目名２番１地先から同２０番地先まで
４ 管理を行う者の氏名及び住所 氏名 道路管理者 黒松内町長 若 見 雅 明

住所 寿都郡黒松内町字黒松内３０２番地の１
５ 管 理 の 内 容 � 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、

路肩、道路の付属物その他のもっぱら道路の管理上
必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設
（道路の付属物に係るものに限る。）、改築、維持
又は修繕及び路肩に接する法面で、当該路肩から堤
外地側の町道道路区域境界まで、堤内地側の兼用工
作物管理境界までの範囲内にあるものについての維
持

� 道路専用施設に係る災害復旧
６ 管 理 期 間 平成２１年４月２１日から道路の存続する日まで

道 立 紋 別 病 院 告 示

北海道立紋別病院告示第１１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年４月２１日

北海道立紋別病院長 及 川 郁 雄
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
北海道立紋別病院清掃業務 一式

２ 落札を決定した日
平成２１年３月２７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 名美興業株式会社
� 住 所 函館市松川町３０番７号

４ 落札金額
２４，０４５，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年２月３日付け北海道立紋別病院告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立紋別病院庶務課
� 所在地 紋別市緑町５丁目６番８号

北 海 道 公 報 第
��号 ３９平成２１年４月２１日（火曜日）



毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

４０北 海 道 公 報 第
��号平成２１年４月２１日（火曜日）


